
令和７年３月１日

２　職員の人事評価の状況

　人事評価制度は、職務遂行過程で職員が発揮した能力や挙げた業績等を把握し、的確に評価することを通して、
職員の能力向上及び意識改革を図るとともに、組織目標の達成及び職場内のコミュニケーションを活性化させること
を目的としており、平成２８年４月１日より一般職の全職員を対象として実施しています。（山形市に準じる）

人事評価の方法

業績評価

能力評価 令和６年４月１日から令和６年９月３０日
人事評価の期間

令和６年４月１日から令和６年９月３０日
令和６年１０月１日から令和７年３月３１日

人事評価の基準日

副 管 理 者
管 理 者
特 別 職 名

年額
年額
備考

年度

（単位：円）（２）特別職の給与

報　　　酬

情報公開・個人情報保護審査会委員

監 査 委 員 （ 識 見 ）
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（２）部門別職員数

（令和６年度普通会計決算）
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人件費率（Ｂ／Ａ）
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※以下、技能労務職の欄を省略

増減の主な理由

※各年度4月1日現在（人）
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※各年度4月1日現在（人）（１）職員構成
１　職員の任免及び職員に関する状況

令和７年１１月２８日

管理者　山形市長　佐　藤　孝　弘
山形広域環境事務組合

0
0
0
0

0

増減
技能労務職

0
0
0
0

0

令和7年度

0
0
0
0

00

2
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（事務局長含む）

19
令和6年度

26
2
2
3

（事務局長含む）

令和６年度　山形広域環境事務組合人事行政の運営等の状況

　地方公務員法第５８条の２及び山形広域環境事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定に
基づき、組合運営の透明度及び公平性を高めるため、職員の任免や給与等、令和６年度の人事行政の運営等の状
況について、その概要を次のとおり公表します。(一部他の年度の状況についても掲載しています。)
　なお、山形広域環境事務組合の条例の一部は、山形市の条例に準じています。

構成団体

山　形　市

計
中　山　町

令和６

一般行政部門

（１）人件費の状況
３　職員の給与の状況

山　辺　町
上　山　市

26
2

令和6年度
19

令和7年度
一般行政職

増減

0
0
0
0



Ⅱ種

（９）通勤手当・期末勤勉手当

…職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる休暇

必要と認められる期間
取得可能期間

・病気休暇

病
気
休
暇

（
有
給

）

午前8時30分 午後5時15分 正午～午後1時00分 ７時間45分

（２）各種休暇の概要（令和6年度）
・年次有給休暇 …1年に付き20日付与（未取得日数分は20日を上限に、翌年度に限り繰越可能）

60日以内で必要と認められる期間中1日につき必要と
認められる時間

90日以内で必要と認められる期間

180日以内で必要と認められる期間

1年6月以内で必要と認められる期間

病気休暇・休職からの復職後も通常勤務が困難な場
合

上記以外の負傷又は疾病

悪性新生物による疾病等任命権者が特に必要と認め
る疾病

結核性疾患
公務上又は通勤時の負傷又は疾病

承認基準

（１）勤務時間（週38時間45分勤務の一般的なもの） （令和6年4月1日現在）
勤務開始時刻 勤務終了時刻 休憩時間 1日の勤務時間

職員の勤務時間、各種休暇等の勤務条件については、組合条例・規則において定められています。

(３)職員の初任給の状況 （令和6年4月1日現在）
区　　　分 山形広域環境事務組合（山形市に準じる） 国

４　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

計 2.50月分 2.10月分 計 2.50月分 2.10月分
12月 1.275月分 1.100月分 12月 1.275月分

（令和6年4月1日現在）
山形広域環境事務組合（山形市に準じる） 国

期
末
・

勤
勉
手
当

期末手当 勤勉手当

1.075月分

期末手当 勤勉手当
6月 1.225月分 1.000月分 6月 1.225月分 1.025月分

（令和6年4月1日現在）
山形広域環境事務組合（山形市に準じる） 国

手
当

通
勤

交通機関利用の場合 限度額　　月額　55,000円 交通機関利用の場合 限度額　　月額　55,000円

自動車等の場合
通勤距離に応じて

月額　　6,000～24,500円
自動車等の場合
通勤距離に応じて

月額　　2,000～31,600円

（８）時間外勤務手当 （各年度普通会計決算）
令和5年度 令和6年度

職員一人当たりの支給年額 350,470円 139,077円

職員一人当たりの支給年額 9,940円 7,330円 ごみ及びし尿直接接触処理業務手当
し尿投入槽等清掃手当手当が支給された職員の割合 41.7% 50.0%

※給与には，扶養手当及び通勤手当等の諸手当を含む。

（７）特殊勤務手当 （各年度普通会計決算）
令和5年度 令和6年度 支給額手当

（６）職員の平均給料・平均給与の月額及び平均年齢（令和6年4月1日現在）
平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

一般行政職 357,688円 427,277円 46.53歳

26人 113,866 千円 19,613 千円 49,535 千円 183,014 千円 7,039 千円

※ 経験年数は、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合の採用後の年数

（５）職員給与費の状況 （令和6年度普通会計決算）

職員数（Ａ）
給 与 費 職員一人当たりの

人件費（Ｂ／Ａ）給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

一般行政職
大学卒 271,432 円 361,277 円 391,168 円
高校卒 244,117 円 298,800 円 356,580 円

（４）職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況 （令和6年4月1日現在）

区　　　分
山形広域環境事務組合（山形市に準じる）

経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年

一般行政職
大学卒 199,100 円 196,200 円
高校卒 168,300 円 166,600 円



５　休業の状況

※当該年度に満３５、４０、４５、５０、５５歳に達する職員が対象となる

生後1年6月に達しない子の育児

女性職員の出産

必要と認められる期間

妻の出産

取得可能期間

1年で5日以内（親族が2名以上の場合は10日）
1日90分以内（2回に分割可）

産前8週以内、産後8週
（多胎の場合は産前14週以内、産後14週）

連続する7日以内の期間

承認基準

通勤途上における災害発生時の安全確保
災害等発生による通勤困難
住居の滅失又は損壊（のおそれ）
感染症発生による交通遮断及び入院
リフレッシュ休暇※
夏季休暇
追悼行事
忌引

妻の出産に際して、その出産に係る子又は小学校就
学前の子を養育

特
別
休
暇

（
有
給

）

裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての裁判所等への出頭

公民権行使

乳幼児の法定健康審査及び法定予防接種

結婚
1年で5日以内
必要と認められる期間
必要と認められる期間
必要と認められる期間

…職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で、負傷、疾病又は老齢により
規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないこと
が相当であると認められる場合における休暇

家族の介護
承認基準

通算６月以内の期間（３分割まで可）
取得可能期間

ボランティア活動
骨髄移植のためのドナー登録・検査・提供

産前6週以内、産後8週以内の期間で5日以内

2日以内
必要と認められる期間
出勤又は退勤時につき1日を通じて1時間以内
必要と認められる期間
必要と認められる期間

15日（おそれがある場合は3日）以内の期間
必要と認められる期間

・介護休暇

必要と認められる期間

0人 0人
0人

　　 4：「配偶者同行休業」⇒外国に滞在する配偶者と生活を共にするため休業することができる制度
　　 3：「育児短時間勤務」⇒子が小学校就学の始期に達するまでの間、短時間の勤務をすることができる制度

　　 2：「部分休業」⇒子が小学校就学の始期に達するまでの間、１日の勤務時間の一部を勤務しないことができる制度

0人女性 0人 0人 0人

※　1：「育児休業」⇒子が３歳に達するまで休業することができる制度
合計 0人 0人 0人 0人 0人

種　　類 取得可能期間
育児休業 子の満3歳の誕生日の前日まで

育児短時間勤務 小学校就学始期まで

介護休暇（無給）

（３）育児休業等の概要（令和5年度）

　休業とは、比較的長期にわたり、連続して勤務時間の全部または一部を勤務しないことができる制度です。（山形
市に準じる）

部分休業 小学校就学始期まで

介護時間（無給） 家族の介護 連続する３年以内の期間

うち育児休業
取得者数

令和6年度中に
子が生まれた職員 前年度からの育

児休業取得者数
部分休業
取得者数

育児短時間
勤務取得者数

配偶者同行
休業取得者数

男性 0人 0人 0人 0人 0人 0人

区分

妊娠職員の母体・胎児保護のための通勤緩和
妊産婦法定健診
女性職員の生理

親族の看護

1年で5日以内（親族が2名以上の場合は10日）親族の介護
必要と認められる期間

原則として連続する3日の範囲内の期間
6～9月の間に6日以内の期間
1日以内の期間
続柄等に応じ、連続する1～10日以内の期間

妊娠職員の母体・胎児保護のための休息及び補食

不妊治療係る通院 1年で5日以内

・特別休暇 …結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場
合として認められる休暇



６　職員の分限及び懲戒の処分の状況
（１）分限処分者数

（２）懲戒処分者数

・国又は地方公共団体、学校その他の公共団体から依頼を受けて講演又は講義をする場合

0人

区分
再就職先

８　職員の退職管理の状況

　　 2：「減給」⇒一定期間、現在の給料の額から一定割合を減額する処分
　　 3：「停職」⇒一定期間職務に従事させない処分（給料の支給なし）

　地方公務員法の規定により、職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利企業の役員等への就任、自ら営利
企業を営むこと及び報酬を得て事業に従事することができません。これは、職員の職務専念義務が損なわれること
を未然に防止するため、また、職務の公正を確保し、職の信用を保持するための規制措置です。許可される場合の
主な例として次のものがあります。

・職員が居住地区の消防団員として、消火・水防業務等に従事する場合
・部課長等が、各構成市町の出資法人の非常勤取締役に無報酬で就任する場合

　地方公務員法の規定により、法律又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、職員は、勤務中、職務に専念す
る義務が課せられています。例外的に、職務専念義務が免除される場合の主な例として次のものがあります。

・研修を受ける場合

民間企業等

　地方公務員法の規定により、地方公共団体においては職員の退職管理に関する事項を条例等で定め、適正な管
理を行うこととされています。
※当組合の一般職員は構成市町からの派遣職員で構成されており、退職に当たっては構成市町に戻った後に退職
となることから下表のとおりとなります。

職員の再就職の状況（令和5年7月1日～令和6年6月30日）

関係団体 その他
人数 0人 0人

　　 4：「免職」⇒各構成市町の判断により職員としての身分を失わせる処分（退職手当の支給あり）

事由

0人0人
職務上の義務違
反又は職務怠慢

７　職員の服務の状況
（１）営利企業等への従事許可

0人0人0人0人0人0人

　　 4：「免職」⇒各構成市町の判断により職員としての身分を失わせる処分（退職手当の支給なし）

非行行為

（２）職務専念義務の免除

　　 2：「降任」⇒現在の職位よりも下位の職位に下げる処分
　　 3：「休職」⇒一定期間職務に従事させない処分（一部給料支給あり）

降給 降任 休職 免職
心身の故障 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

※　1：「降給」⇒現在の給料の額よりも低い額に下げる処分

0人 0人

令和5年度

降任 休職

令和6年度
戒告 減給 停職 免職 戒告

　「懲戒処分」とは、職員の一定の義務違反に対し、職員の道義的責任を問うことにより公務の規律と秩序を維持す
ることを目的とする制裁的な処分です。不利益処分のため、地方公務員法で定める事由においてのみ処分を行いま
す。

0人 0人
減給 停職 免職

法令違反 0人 0人 0人 0人

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
※　1：「戒告」⇒職員の義務違反の責任を確認するとともに、矯正を求め将来を戒める処分

0人

免職

　「分限処分」とは、公務能率確保の観点から、本人の意に反し、本人の身分を不利益に変動させる処分です。不利
益処分のため、地方公務員法で定める事由に対応した処分のみ行います。

事由
令和5年度 令和6年度

降給



職員研修の実施状況（主なもの）

○一部負担金補助金

※広域とは山形広域環境事務組合を、共済組合とは山形県市町村職員共済組合を、互助会とは山形県市町村職
員互助会をいう。（一部、山形市に準じる）

○メンタルヘルス相談医による相談
○産業カウンセラーによる相談

○脳ドック
○1泊2日人間ドック
○日帰り人間ドック
○がん検診
○定期健康診断

事業の概要

人間ドック 互助会

①保健事業の概要 （令和6年度）
実施主体

広域・共済組合

政策研修

3
法令研修

0 0 0 0 0

（令和6年度）
認定件数

負傷 疾病 計
0件 0件 0件

　地方公務員法の規定に基づき、職員から給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求があった場合
に、これを審査し、判定を行い、その結果、要求が適当なものと判定した場合には、権限を有する機関に必要な勧告
を行います。

　地方公務員法の規定に基づき、職員から、懲戒その他その意に反する不利益な処分について不服申立てがあっ
た場合に、これを審査し、不服申立てに理由があると認めた場合は、処分の取消し、修正の裁決を行い、また、必要
がある場合には、処分者に対し、職員がその処分によって不当な取扱いを是正するための指示を行います。

令和6年度中処理件数 令和6年度末
係属件数却下 判定

計 0件 0件 0件

職員が傷病になったとき
○高額療養費
○一部負担金払戻金

メンタルヘルスケア

〇ストレスチェック

職員が出産したとき ○出産費

②給付事業の概要（主なもの）

職員が死亡したとき
○埋葬料 ○弔慰金
○遺族共済年金

令和5年度中
要求件数

令和6年度中
要求件数

令和6年度中処理件数 令和6年度末
係属件数却下 判定

0 0 0 0 0

（４）不利益処分に関する不服申立ての状況

令和5年度中
要求件数

令和6年度中
要求件数

通勤災害 0件 0件 0件

（２）公務災害の状況

（３）勤務条件に関する措置の要求の状況

公務災害

実務研修
特別研修

より専門的な知識や技能等を修得するための研修

基本研修
一般職員研修

6監督者研修
管理者研修

１０　職員の福祉及び利益の保護の状況
（１）職員の福利厚生事業の概要

派遣研修 8
専門的な知識や技術等を修得するため、職員を各種研修機関や
団体等に派遣して行う研修

（令和6年度）
事　　　項 共済組合 互助会

事業名

健康診断

10人

6人

8人

受講者

特別研修

職務遂行に必要な知識、技能、態度等を修得す
るために行う階層別研修

研修体系 研修の区分 実施研修数主な概要

９　職員の研修の状況
（令和6年度）

広域・共済組合


